
 

 

ユーザー様 各位 

令和 8 年 3 月 31 日 

デンタルシステムズ株式会社 

謹啓 

貴医院におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

バージョンアップ作業を実施しておりますのでお知らせいたします。 

お問い合わせ先  

サポートセンター    電話番号   050-5538-5452 

   e-mail        ds-desk@dentalsystems.jp 

 

月末月初は電話が混み合う場合がありますが、留守番電話に繋がりますのでお名前と電話番号をお残しください。 

折り返しご連絡申し上げます。また、ご質問はメールでも受け付けしております。 

順次返答させていただきますので、少々お時間をいただくこともございますがご活用ください。 

 
謹白 

 

＜ バージョン 3.05.00（0001）変更一覧 ＞ 

【令和 8 年 4 月～】の薬価改定に対応 
「医薬品マスター」「一般名処方マスター」を最新のマスターに更新。 

全国 

入力マスターを更新 
各種電算マスターと「郵便番号マスター」「祝祭日マスター(2028～2029)」を最新の 
マスターに更新。 

全国 

機能追加/不具合修正 
新機能の追加と不具合の修正を行いました。詳細は『POWER5G バージョンアップ詳細』 
をご参照ください。 

全国 

 
 



薬価改定に伴う注意事項など 
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Power5G に元々ある麻酔・処置のみをご利用の場合 → 設定不要 

ユーザ様で独自に麻酔・処置を登録している場合 → 登録した点数に変更がある場合のみ設定が必要 

設定の変更につきましては後述の操作方法をご参照ください。 

 

■歯科用麻酔薬剤(ユーザ登録) ※ユーザ様独自での麻酔の登録がない場合は設定不要です。 

ユーザ様が独自に追加された麻酔薬剤は点数が自動更新されません。 
改定で点数が変更されたユーザ登録の麻酔薬剤は下記手順を参考にして点数の変更を行ってください。 
 
【設定方法】 
1.マスターメンテナンス＝＞48.歯科用麻酔薬剤登録＝＞「マスター履歴 55:令和 8 年 4 月 1 日から

のマスター」を確認します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.「ユーザ設定の麻酔薬剤一覧」から点数変更となる薬剤を選択し、「点数」欄に改定後の点数を入力 

して設定するボタンを押します。複数の変更がある場合は連続して変更登録を行います。 
 
対象となる薬剤全ての点数変更終了後はユーザ設定を保存するを押して、OK で画面を閉じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マスター履歴「55:令和 8 年 
4 月 1 日からのマスター」を確認 

注意事項(ユーザ様で登録した麻酔・処置について) 



薬価改定に伴う注意事項など 

 

2 

■ユーザ登録処置について ※ユーザ様独自での処置の登録がない場合は設定不要です。 
 
ユーザ様が独自に登録された処置については点数が自動更新されません。 
改定で点数が変更されたユーザ処置は下記手順を参考にして処置ごとに点数の変更を行ってください。 
 
【設定方法】 
1.マスターメンテナンス＝＞52.処置ユーザ定義＝＞「<55>最新:2026 年 4 月～」が選択された状

態で OK を押して画面を移動します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.対象処置が登録されている区分を選択し、その中から対象処置を選択します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.定義の編集を押して改定後の一般点数、加算点数を入力し、OK で画面を閉じます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
対象処置算定後は電子レセプト作成を行い、点数不一致のエラーが無いことをご確認ください。 



薬価改定に伴う注意事項など 
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■笑気の単価について 
・薬剤の選択に誤りがないかご確認ください。 
・令和 8 年 4 月から使用する薬剤を変更される場合は「令和 8 年 4 月 1 日～」の「薬剤」を変更

してください。 
 
【確認・変更画面】 
マスターメンテナンス＝＞41.処置入力設定＝＞「第 13 群＜IS、麻酔＞」＝＞「01.笑気(N2O)」。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参考画像にある笑気の「薬剤」は見本になります。 
 
 

■酸素の購入単価について 
令和 8 年 4 月からの酸素購入単価に変更があった場合は「令和 8 年 4 月 1 日～」の「購入単価」
に新しい購入単価を入力してください。 
 
【確認・変更画面】 
メインメニュー＝＞「8.設定／その他」＝＞マスターメンテナンス＝＞41.処置入力設定＝＞「第 13 
群＜IS、麻酔＞」＝＞「02.酸素」。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参考画像にある酸素の「購入単価」は見本になります。 
 

「購入単価」に令和 8 年 4 月 1 日か
らの酸素購入単価を入力します。 
※医院様ごとに価格が異なります。 
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＜機能追加・不具合修正＞ 
 
歯科用麻酔薬剤 
令和 8 年 4 月からの処置マスターに「エピリド配合注歯科用カートリッジ 1.0mL」を追加。  
 処置名称 点数 
1 OA+ｴﾋﾟﾘﾄﾞ配合注歯科用 Ct(1.0mL) 11 点 
2 OA+ｴﾋﾟﾘﾄﾞ配合注歯科用 Ct(1.0mL)×2 19 点 

 
 
電子レセプト 
訪問診療の患者様で患者登録が月の途中から生活保護に変更になった場合、生活保護の電子レセプトに
記録される摘要の負担区分が正しい値にならない場合がある不具合を修正。 
 
 
＜都道府県別の変更＞ 
 
(宮城県) 仙台市子ども医療費助成制度 
仙台市が実施する子ども医療費助成制度について、令和 8 年 4 月診療分より対象年齢が 15 歳から 18
歳に引き上げられるとともに、18 歳までの患者様は負担金が無料になります。この変更に伴い患者登
録画面では、対象となる下表の公費負担者番号を入力することにより負担金が無料になります。 
※初診時 500 円の負担金が発生しなくなるため、地単項目「負担なし」の選択は不要です。  

対象となる仙台市子ども医療費の公費負担者番号 
83040956 83040964 83040972 83040980 83040998 

 
 
(群馬県) 福祉医療費の請求方法の変更 
令和 8 年 4 月診療分(令和 8 年 5 月請求分)から福祉医療費請求における「連記式明細書」が廃止され、 
社会保険分や国保組合分の福祉請求についても併用レセプトによる請求方法に統一されます。 
 
【患者登録について】 
令和 8 年 4 月以降、社保・国保組合の福祉医療費助成対象の患者様の福祉番号は、患者登録画面の「第
１公費」欄または「福祉」欄のどちらに入力されていても、令和 8 年 4 月診療分以降のレセプトは福祉
併用レセプトとして作成されます。  
■既存の患者様については令和 8 年４月以降も福祉情報に変更が無ければ、4 月以降も「福祉」欄に福

祉番号が登録されたままであっても問題はありません(新保険作成を行い福祉番号を「第１公費」欄
に登録しなくても大丈夫です)。 

 
■令和 8 年 4 月以降の社保・国保組合の新患で福祉医療費助成対象の患者様や、新たに社保・国保組合

に加入された福祉医療費助成対象の患者様、福祉番号の変更登録を行う患者様など、新規に福祉番号
の登録を行う際には「第１公費」欄への福祉番号入力を推奨いたします(福祉併用患者様の福祉番号
を徐々に「第１公費」欄への登録で統一させるため)。 

 
■4 月以降「福祉」欄に入力されていても併用レセプトが作成される制度と法別番号は下表の通りです。  
 「福祉」欄に入力されていても公費併用で処理される福祉制度と法別番号 
福祉制度 重障心身障害 子ども 父子家庭 母子家庭 
実施 県 市町村 県 市町村 県 市町村 県 市町村 
法別番号 70 80 72 82 76 86 78 88 

 
➡次ページへ続きます。 
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＜都道府県別の変更＞ 
  
■公費番号入力エリア 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【その他の事項】 
(1)令和８年５月以降、国保連合会では「連記式明細書」での請求を受け付けないため、福祉医療費の

月遅れ請求や返戻再請求などについても併用レセプトでの請求になります。 
 
(2)令和 8 年 3 月以前の患者登録で「福祉」欄に福祉番号が入力されている場合、令和 8 年 3 月診療分 

以前の月遅れ請求・未装着請求は 5 月請求分以降は併用レセプトとして作成されます。 
 

(3)令和 8 年 3 月以前の患者登録で「福祉」欄に福祉番号が入力されている場合、令和 8 年 3 月診療分 
以前の返戻・オンライン返戻は単独請求で処理されます。福祉分と合わせて併用請求として処理を
行うには、返戻対象月の患者登録にて福祉番号を「第 1 公費」欄に入れ直した上で操作を行ってく
ださい。 
 

(4)市町村国保併用の患者様については患者登録方法及び請求方法に変更はありません。 
 
 
 
(岐阜県) 福祉医療費の併用レセプト請求方式の導入 
令和 8 年 4 月診療分(令和 8 年 5 月請求分)から、岐阜県内の市町村が実施している福祉医療費につい
て、「福祉医療費助成金請求書」が廃止され、「併用レセプト請求」方式による現物給付が導入されます。 
 
【併用レセプトの対象制度】  

医療費受給者制度 公費負担者番号 自己負担金 
障害者 
※重度心身障害者医療費助成 

8021**** なし 

こども 
※乳幼児・子ども医療費助成 

8121**** なし 

ひとり親 
母子家庭等医療費助成・父子家庭
等医療費助成 

8521**** なし 

 
【併用レセプトの請求先】 
・被用者保険分・・・・・・・・・・・・・・社会保険診療報酬支払基金 
・国民健康保険分及び後期高齢者医療分・・・国保連合会 

 
➡次ページへ続きます。 

【社保併用・国保組合併用 既存患者様】 
既存の患者様について、「福祉」欄へ福祉番号が入力さ
れたままでも令和 8 年 4 月診療分以降のレセプトは福
祉併用レセプトになります。 
 

【社保併用・国保組合併用 新患など】 
令和 8 年 4 月以降の新患など、新規に福祉番号を登録
する際には福祉番号を「第 1 公費」欄へ入力すること
を推奨。 
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＜都道府県別の変更＞ 
  
【患者登録について】 
令和 8 年 4 月診療分からの福祉医療費対象患者様は、国保・社保・後期高齢者ともに公費番号を 
「第 1 公費」欄に入力します。  
※既存の患者様は新保険作成にて登録を行ってください。 
※福祉 1・2 欄の入力は不要です。 
※公費負担者番号を入力すると窓口負担金は無料になるため、地単項目の選択は不要です。 
 
■患者登録例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【福祉医療費の請求について】 
令和 8 年 4 月診療分からの福祉医療費請求は、レセプトに公費番号を記載し、保険給付分と福祉医療費
を合わせて請求するため、従来の「福祉医療費助成金請求書」の提出は不要になります。 
 
【その他の事項】 
(1)国公費との優先関係について 

患者様が国公費と福祉医療費の対象となる場合は、国公費を優先して適用してください。 
なお、国公費併用となることで、福祉医療費への請求が０円となる場合は、福祉医療費の公費負担
者番号等の登録は不要になります。 

 
(2)令和 8 年 3 月診療分以前の請求方法・請求先について 

令和 8 年 3 月診療分以前の月遅れ請求などは、令和 9 年 3 月請求分までは「福祉医療費助成金請求
書」にて、国保連合会への提出となります。令和 9 年 4 月請求分以降の提出については各市町村の
福祉医療担当課へ直接提出することとなるため、各市町村にお問い合わせください。 

 
(3)大垣市が実施する老人医療費助成制度(垣老)について 

令和 8 年 4 月診療分以降も引き続き制度が実施されるため、垣老に関する患者登録や請求方法に変
更はなく、「老人(垣老)医療費助成金請求書」による請求は今まで通りとなります。 
※大垣市健康福祉部国保医療課に確認 

 
 



POWER5G クライアント自動アップデート 
 

 

■クライアント自動アップデートについて 
PC 内にインストールされているクライアントモジュールの自動アップデートが行われます。 
今後、新しいクライアントモジュールのリリースが行われる際に以下の画面が展開します。 
 
■自動アップデート画面 
POWER5G 起動時に下図の画面が表示されます。「アップデートが完了しました。」が表示されるまで 
しばらくお待ちください。バージョンアップ完了後、自動で画面が閉じます。  
 
 
 
 
 
 

 
 
■保険証 OCR プログラム更新画面 
バージョンアップ完了後、保険証 OCR システムを導入されているユーザー様で保険証 OCR プログラム
のバージョンが低い場合には、下図の OCR プログラム更新画面が表示されます。「更新を適用する」 
ボタンを押すとユーザーアカウント制御が表示される場合がありますので「はい」ボタンを押してくだ
さい。  
 
 
 
 
 
 

 
 
※ユーザーアカウント制御で「いいえ」ボタンを押したり、「更新の適用を行わずに終了する」ボタン
を押した場合、保険証 OCR プログラムを更新するには手動での操作が必要になります。手動での更新
操作を行う場合にはヘルプデスクまでご連絡ください。 
 
■バージョンアップが失敗した場合 
バージョンアップに失敗したり、保険証 OCR プログラムの更新に失敗した場合には下図のメッセージ
が表示されます。これらのメッセージが表示されたり POWER5G を起動するたびにバージョンアップ
が実行される場合は問題が発生しているためヘルプデスクまでご連絡ください。  
 
 
 
 

 
 


